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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線ユーザ機器（ＵＥ）デバイスであって、
　少なくとも第１の加入者識別モジュール（ＳＩＭ）及び第２のＳＩＭを管理するように
構成された組み込み型ユニバーサル集積回路カードと、
　少なくとも第１のアンテナ及び第２のアンテナに接続された無線器と、
　前記無線ＵＥデバイスに工程を実行させるように構成されたプロセッサと、
　を備え、前記工程が、
　　前記第１のＳＩＭ及び前記第１のアンテナを使用して第１の無線ネットワークと無線
通信を実行することと、
　　前記第２のＳＩＭ及び前記第２のアンテナを使用して第２の無線ネットワークと無線
通信を実行することと、
　　前記第１のＳＩＭを使用した前記第１の無線ネットワークを介したサービスが利用不
可であると判定したことに応じて、
　　　前記第１のＳＩＭを対象としたサービスを前記第２のＳＩＭを対象とするように構
成を更新することと、
　を含み、前記第１の無線ネットワーク及び前記第２の無線ネットワークとの前記無線通
信は、前記無線器を使用して同時に実行されることを特徴とする、無線ユーザ機器（ＵＥ
）デバイス。
【請求項２】
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　前記第１の無線ネットワークは、前記第２の無線ネットワークより高優先度に関連付け
られることを特徴とする、請求項１に記載の無線ユーザ機器（ＵＥ）デバイス。
【請求項３】
　前記高優先度を反映するために、前記無線器は、前記無線通信を行う際に、前記第２の
ＳＩＭに提供されるリソースのレベルと比較して、より高いレベルのリソースを前記第１
のＳＩＭに提供するように構成されることを特徴とする、請求項２に記載の無線ユーザ機
器（ＵＥ）デバイス。
【請求項４】
　前記第１の無線ネットワークは、第１の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を実施し、前記第
２の無線ネットワークは、前記第１のＲＡＴとは異なる第２のＲＡＴを実施することを特
徴とする、請求項１に記載の無線ユーザ機器（ＵＥ）デバイス。
【請求項５】
　前記第１のＳＩＭは組み込み型ＳＩＭ（ｅＳＩＭ）であり、前記第２のＳＩＭはリムー
バブルＳＩＭカードであることを特徴とする、請求項１に記載の無線ユーザ機器（ＵＥ）
デバイス。
【請求項６】
　前記無線ＵＥデバイスは、ディスプレイを更に備え、前記工程が、
　第１のリムーバブルＳＩＭカードが前記無線ＵＥデバイスに通信可能に接続されている
ことを検出することと、
　前記ディスプレイに表示されるユーザインタフェースを介して、前記第１のリムーバブ
ルＳＩＭカードに基づいて組み込み型ＳＩＭ（ｅＳＩＭ）を生成するかどうかを示すユー
ザフィードバックのためのプロンプトを提供することと、
　前記ユーザインタフェースを介してかつ前記プロンプトに応じて、前記第１のリムーバ
ブルＳＩＭカードに基づいて前記ｅＳＩＭを生成することを示すユーザ入力を受け取るこ
とと、
　前記ｅＳＩＭを前記第１のＳＩＭとして生成して記憶することと、
　を更に含むことを特徴とする、請求項１に記載の無線ユーザ機器（ＵＥ）デバイス。
【請求項７】
　前記工程が、
　前記第１のリムーバブルＳＩＭカードが前記無線ＵＥデバイスから分離されていること
を検出することと、
　第２のリムーバブルＳＩＭカードが前記無線ＵＥデバイスに動作可能に接続されている
ことを検出することと、
　を更に含み、前記第２のＳＩＭは前記第２のリムーバブルＳＩＭカードにより提供され
ることを特徴とする、請求項６に記載の無線ユーザ機器（ＵＥ）デバイス。
【請求項８】
　前記第１のＳＩＭを使用した前記第１の無線ネットワークを介したサービスが、
　前記無線ＵＥデバイスと前記第１の無線ネットワークとの間の無線リンクの悪化、及び
　前記第１のＳＩＭが前記無線ＵＥデバイス内で使用不可とされていること、
　のうちの１つ以上により、利用不可であることを特徴とする、請求項１に記載の無線ユ
ーザ機器（ＵＥ）デバイス。
【請求項９】
　無線ユーザ機器（ＵＥ）デバイスを動作させるための方法であって、
　第１の加入者識別モジュール（ＳＩＭ）及び第１のアンテナを使用して第１の無線ネッ
トワークと無線通信を実行することと、
　第２のＳＩＭ及び第２のアンテナを使用して第２の無線ネットワークで無線通信を実行
することと、
　前記第１のＳＩＭを使用した前記第１の無線ネットワークを介したサービスが利用不可
であると判定したことに応じて、
　　前記第１のＳＩＭを対象としたサービスを前記第２のＳＩＭを対象とするように構成
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を更新することと、
　を含み、
　前記無線ＵＥデバイスに含まれる組み込み型ユニバーサル集積回路カードが、少なくと
も前記第１のＳＩＭ及び前記第２のＳＩＭを管理するように構成され、前記無線ＵＥデバ
イスに含まれる無線器は、前記第１のアンテナ及び前記第２のアンテナに接続され、
　前記第１の無線ネットワーク及び前記第２の無線ネットワークとの無線通信は、前記無
線器を用いて同時に実行されることを特徴とする方法。
【請求項１０】
　前記第１のＳＩＭは組み込み型ＳＩＭ（ｅＳＩＭ）であり、前記第２のＳＩＭはリムー
バブルＳＩＭカードであることを特徴とする、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記無線ＵＥデバイスは、ディスプレイを含み、前記方法が、
　第１のリムーバブルＳＩＭカードが前記無線ＵＥデバイスに通信可能に接続されている
ことを検出することと、
　前記ディスプレイ上に表示されるユーザインタフェースを介して、前記第１のリムーバ
ブルＳＩＭカードに基づいてｅＳＩＭを生成するかどうかを示すユーザフィードバックの
ためのプロンプトを提供することと、
　前記ユーザインタフェースを介してかつ前記プロンプトに応じて、前記第１のリムーバ
ブルＳＩＭカードに基づいて前記ｅＳＩＭを生成することを示すユーザ入力を受け取るこ
とと、
　前記ｅＳＩＭを前記第１のＳＩＭとして生成して記憶することと、
　を更に含むことを特徴とする、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記方法が、
　前記第１のリムーバブルＳＩＭカードが前記無線ＵＥデバイスから分離されていること
を検出することと、
　第２のリムーバブルＳＩＭカードが前記無線ＵＥデバイスに動作可能に接続されている
ことを検出することと、
　を更に含み、前記第２のＳＩＭは前記第２のリムーバブルＳＩＭカードにより提供され
ることを特徴とする、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　無線ユーザ機器（ＵＥ）デバイスに含まれたプロセッサにより実行された際に、前記無
線ＵＥデバイスに工程を実行させるコンピュータプログラムであって、前記工程が、
　第１の加入者識別モジュール（ＳＩＭ）及び第１のアンテナを使用して第１の無線ネッ
トワークで無線通信を実行することと、
　第２のＳＩＭ及び第２のアンテナを使用して第２の無線ネットワークで無線通信を実行
することと、
　前記第１のＳＩＭを使用した前記第１の無線ネットワークを介したサービスが利用不可
であると判定したことに応じて、
　　前記第１のＳＩＭを対象としたサービスを前記第２のＳＩＭを対象とするように構成
を更新することと、
　を含み、
　前記無線ＵＥデバイスに含まれた組み込み型ユニバーサル集積回路カードは、少なくと
も前記第１のＳＩＭ及び前記第２のＳＩＭを管理するように構成され、前記無線ＵＥデバ
イスに含まれた無線器は、前記第１のアンテナ及び前記第２のアンテナに接続され、
　前記第１の無線ネットワーク及び前記第２の無線ネットワークによる無線通信は、前記
無線器を用いて同時に実行されることを特徴とするコンピュータプログラム。
【請求項１４】
　前記第１の無線ネットワークは、前記第２の無線ネットワークより高優先度に関連付け
られることを特徴とする、請求項１３に記載のコンピュータプログラム。
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【請求項１５】
　前記高優先度を反映するために、前記無線器は、前記無線通信を行う際に、前記第２の
ＳＩＭに提供されるリソースのレベルと比較して、より高いレベルのリソースを前記第１
のＳＩＭに提供するように構成されることを特徴とする、請求項１４に記載のコンピュー
タプログラム。
【請求項１６】
　前記第１の無線ネットワークは第１の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を実施し、前記第２
の無線ネットワークは前記第１のＲＡＴとは異なる第２のＲＡＴを実施することを特徴と
する、請求項１３に記載のコンピュータプログラム。
【請求項１７】
　前記無線ＵＥデバイスは、ディスプレイを更に備え、前記工程が、
　第１のリムーバブルＳＩＭカードが前記無線ＵＥデバイスに通信可能に接続されている
ことを検出することと、
　前記ディスプレイ上に表示されるユーザインタフェースを介して、前記第１のリムーバ
ブルＳＩＭカードに基づいて組み込み型ＳＩＭ（ｅＳＩＭ）を生成するかどうかを示すユ
ーザフィードバックのためのプロンプトを提供することと、
　前記ユーザインタフェースを介してかつ前記プロンプトに応じて、前記第１のリムーバ
ブルＳＩＭカードに基づいて前記ｅＳＩＭを生成することを示すユーザ入力を受け取るこ
とと、
　前記ｅＳＩＭを前記第１のＳＩＭとして生成して記憶することと、
　を更に含むことを特徴とする、請求項１３に記載のコンピュータプログラム。
【請求項１８】
　前記工程が、
　前記第１のリムーバブルＳＩＭカードが前記無線ＵＥデバイスから分離されていること
を検出することと、
　第２のリムーバブルＳＩＭカードが前記無線ＵＥデバイスに動作可能に接続されている
ことを検出することと、
　を更に含み、前記第２のＳＩＭは前記第２のリムーバブルＳＩＭカードにより提供され
ることを特徴とする、請求項１７に記載のコンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、無線通信の分野に関し、より具体的には、リムーバブルＳＩＭから組み込み
型加入者識別モジュール（ｅＳＩＭ）を生成し、ユーザ機器（ＵＥ）デバイスにおいて複
数の加入者ＩＤを同時に利用するためのシステム及び方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　無線通信システムの利用が急速に伸びている。更には、無線通信技術は、音声のみの通
信から、インターネット及びマルチメディアコンテンツなどの、データの伝送も含むまで
に進化した。無線通信システムが進化するにつれて、無線通信技術の後続世代が開発され
る傾向がある。新世代の無線技術の採用は、１つ以上の前世代の同様の技術が、新世代技
術と共存する期間、例えば新世代の無線技術が完全に普及するまでの期間においての、漸
進的なプロセスであってもよい。
【０００３】
　更に、多数の異なる無線通信技術及び規格が存在する。無線通信規格のいくつかの例と
して、ＧＳＭ（登録商標）、ＵＭＴＳ（ＷＣＤＭＡ（登録商標））、ＬＴＥ（登録商標）
、ＬＴＥ　Ａｄｖａｎｃｅｄ（ＬＴＥ－Ａ）、３ＧＰＰ２、ＣＤＭＡ２０００（例えば、
１×ＲＴＴ、１×ＥＶ－ＤＯ、ＨＲＰＤ、ｅＨＲＰＤ）、ＩＥＥＥ　８０２．１１（ＷＬ
ＡＮ又はＷｉ－Ｆｉ（登録商標）、ＩＥＥＥ　８０２．１６（ＷｉＭＡＸ（登録商標））
、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）等が含まれる。これらの規格の一部は、補完の機能を
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果たすことができる一方、他のものは、典型的には、消費者間での類似のニーズを満たす
ことを試みる競合とみなすことができる。
【０００４】
　無線通信技術の世代間の連続性をもたらすために、補完的な機能性を提供するために、
及び／又はその他の理由のために、デバイスが複数の無線技術又は規格を使用して通信す
るための能力を提供することが望ましい場合が多い。いくつかの場合では、このことは、
デバイスにおいて、分離された機能ブロックを各無線通信技術又は規格に与えることによ
り、達成することができる。しかし、これにより、より多くの（及びいくつかの場合は二
重の）コンポーネンツが必要となるため、デバイスに関連する追加コストが発生すること
があり、かつ、デバイス動作に非効率がもたらされることがある（例えば、複数の無線器
による電力要求の増大、互いに悪影響を与えあう無線器間の干渉）。このことはまた、特
に、より小さい（例えば、より薄く、より軽い）フォームファクタが望まれ得るモバイル
デバイスである場合、そのデバイスのフォームファクタに悪影響を与え得る。
【０００５】
　更に、少なくともいくつかの無線通信技術及び規格に従い、無線デバイスが無線通信ネ
ットワーク（例えば、セルラー電気通信ネットワーク）にアクセス可能にするため、ユー
ザはサービスプロバイダ（「キャリア」）に加入することを求められることがあり、サー
ビスプロバイダは例えば、運営している無線通信ネットワークを介して、このようなサー
ビスを今度はユーザに提供することができる。無線通信ネットワークのこのような加入者
には、典型的に、加入者識別情報が割り当てられ、これは例えば、加入者の無線デバイス
の加入者識別モジュール（ＳＩＭ）の一部として記憶され得る。例えば、多くの無線デバ
イスは、リムーバブル加入者識別モジュール（ＳＩＭ）カード用のスロットを備えること
ができる。このようなスロットを備えることにより、ユーザは、無線デバイスからは独立
して、加入者ＩＤを選択及び／又は変更することができ、ユーザは必要であれば任意の所
与の時間に、現在のＳＩＭカードを別のＳＩＭカードに切り替えることが可能となり得る
。
【０００６】
　リムーバブルＳＩＭカードは、典型的に、単一の加入者ＩＤを付与するため、単一のＳ
ＩＭスロットを備えることは、通常、ある特定の時間において、無線デバイスを単一の加
入者ＩＤの使用に限定する。１つのデバイスが複数のＳＩＭスロットを備えることが可能
であってもよいが、これにより、ハードウェアの煩雑性及び／又はコストを増加させ得る
うえ、依然として、概してそのデバイスで利用可能なＳＩＭの最大数は、ＳＩＭスロット
の数に限定され得る。複数の加入者ＩＤを付与するＳＩＭカードを利用することもまた可
能であってもよいが、この種の解決法は、例えば、可能な加入者ＩＤの組合せを単一のＳ
ＩＭで利用可能なものに限定することにより、柔軟性を大幅に限定してしまうことがある
。更に、たとえ複数のＳＩＭスロット又は複数の加入者ＩＤを付与するＳＩＭカードを１
つのデバイスで利用しても、デバイスは、依然として、通常は任意の所与の時間では単一
の加入者ＩＤの使用に限定され得ることがあり、換言すれば、このような技術は、複数の
加入者ＩＤを同時に又は並行して利用することができるような能力をデバイスに本質的に
与えないことがある。このことは、デバイスの地理的範囲（例えば、異なるキャリアによ
る所与の異なるサービスエリア）、機能性（例えば、異なるキャリアが、異なる無線通信
技術に従ってサービスを提供する場合）を限定することがあり、及び／又はそうでなけれ
ばデバイスの有用性に悪影響を及ぼすことがある。したがって、無線通信における、及び
特に、加入者識別支援及び機能性に関する改良が望ましいであろう。
【発明の概要】
【０００７】
　前述及び他の事項に鑑み、加入者ＩＤに関する無線デバイスの機能性を拡大することが
望ましいであろう。特に、好ましくは、煩雑及び／又は高価なハードウェア変更を必要と
しないユーザフレンドリな方法で、デバイスが複数の加入者ＩＤを利用するための方法を
提供することが望ましいであろう。本開示は、様々な実施形態に係る無線デバイスにおい
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て、複数の加入者識別支援を促進するためのこのような技術に関連する。
【０００８】
　このような技術の１つの例として、無線デバイスに挿入されたリムーバブルＳＩＭカー
ドから、そのデバイス上に組み込み型ＳＩＭ（ｅＳＩＭ）を生成する方法を提供すること
により、ユーザは、任意の所与の時間において、無線デバイスにどんな及びいくつのＳＩ
Ｍが存在するかに関して、より高い柔軟性を得ることができる。柔軟性及び機能性は、デ
バイスが（前もって供給又はリムーバブルＳＩＭカードから生成することができる）１つ
以上のｅＳＩＭ及び／又は１つ以上のリムーバブルＳＩＭカードから（例えば、デバイス
のハードウェア構成による）任意の組合せのＳＩＭを記憶及び使用するための方法を提供
することにより、更に高めることができる。
【０００９】
　更に、少なくともいくつかの場合では、デバイス性能及び／又は機能性は、デバイスが
同時に又は並行して複数の加入者ＩＤに従って動作できるようにすることにより、改良す
ることができるこのような同時又は並列の動作は、複数の独立した機能ブロックを使用す
ることにより可能になるが、加入者ＩＤ間で共有される無線リソースで複数の加入者ＩＤ
を使用して通信を支援することが、更に望まれ得る。例えば、複数の加入者識別の支援及
び／又は異なる無線通信技術の実施のために分離した機能ブロック（例えば、分離した無
線器）を使用するデバイスと対照的に、代替は、複数の加入者識別の支援及び／又は複数
の無線通信技術の実施のための単一の機能ブロック（例えば、単一の無線器）を使用する
デバイスを含むことがある。このようなデバイスは、（例えば、必要とされるコンポーネ
ンツがより少なく、かつ／又はアーキテクチャがより簡素化されるため）より安価な製造
コスト及び（例えば、より少ない電力が単一の無線器に必要とされるため）より効果的な
動作を潜在的に実現できるかもしれない。加えて、このような単一の無線設計により、デ
バイス自身のフォームファクタをより望ましいもの（例えば、より薄く、より軽い）を容
易に可能にできる。したがって、本開示のある側面は、（１つ以上のアンテナなどの）無
線リソースを異なる加入者ＩＤ間で多重化（共有化）するための技術に更に関連し、それ
により、デバイスが複数の加入者ＩＤのそれぞれに対応するネットワークを同時に又は並
行して監視することができる。
【００１０】
　したがって、本開示の実施形態は、無線ユーザ機器（ＵＥ）デバイスにおいて、リムー
バブルＳＩＭからｅＳＩＭを生成するため及び複数の加入者識別支援を同時に又は並行し
て実施するための方法、そのような方法を実施するように構成されたＵＥデバイス、及び
／又はそのような方法を実施するためのプロセッサによって実行可能なプログラム命令を
記憶する、非一時的コンピュータアクセス可能メモリ媒体を対象とすることができる。Ｕ
Ｅデバイスは、無線通信を行うための無線器（例えば、１つ以上のアンテナ及び／又は他
の無線コンポーネンツを含む）を含んでもよい。ＵＥデバイスはまた、（例えば、プログ
ラム命令を実行することによる）方法の一部又はすべてを実施するように構成された処理
要素を含んでもよい。ＵＥデバイスは、ディスプレイなどの、１つ以上のユーザインタフ
ェース要素を更に含んでもよい。加えて、ＵＥデバイスは、ＵＥによって実行可能なプロ
グラム命令を記憶し得る、非一時的コンピュータアクセス可能メモリ媒体を含み得る。
【００１１】
　好適な実施形態の以下の詳細な説明を、以下の図面と共に考慮すれば、本主題のより良
い理解を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】例示的な無線通信システムを示す。
【図２】例示的な無線通信システムを示す。
【図３】例示的なユーザ機器デバイスと通信する例示的な基地局を示す。
【図４】ユーザ機器デバイスの例示的ブロック図を示す。
【図５】基地局の例示的なブロック図を示す。
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【図６】ユーザ機器デバイスにおいて、リムーバブルＳＩＭからｅＳＩＭを生成し、複数
の加入者ＩＤを利用する複数のネットワークを同時に監視するための例示的な方法を示す
フローチャート図である。
【図７】ユーザ機器デバイスにおいて、リムーバブルＳＩＭからｅＳＩＭを生成し、複数
の加入者ＩＤを利用する複数のネットワークを同時に監視するための例示的な方法を示す
フローチャート図である。
【図８】ユーザインタフェースを介してリムーバブルＳＩＭカードからｅＳＩＭを生成す
るオプションの例示的な表示を提供する、ユーザ機器デバイスを示す。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本明細書で説明される特徴は、様々な修正及び代替形態を受け入れる余地があるが、そ
の特定の実施形態を例として図面に示し、本明細書で詳細に説明する。しかし、図面及び
それらに対する詳細な説明は、開示されている特定の形態に限定することを意図されてい
るのではなく、逆にその意図は、添付の請求項によって定義されているすべての本主題の
趣旨及び範囲内に入るすべての変更、均等物及び代替物を範囲に含むことを理解されたい
。
【００１４】
　頭字語
　以下の頭字語は、本開示で使用されるものである。
　３ＧＰＰ：第３世代パートナーシッププロジェクト
　３ＧＰＰ２：第３世代パートナーシッププロジェクト２
　ＧＳＭ：移動通信用のグローバルシステム
　ＵＭＴＳ：ユニバーサル移動体通信システム
　ＬＴＥ：ロングタームエボリューション
　ＬＴＥ－Ａ：ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ
　ＳＩＭ：加入者識別モジュール
　ｅＳＩＭ：組み込み型ＳＩＭ
　ＩＭＳＩ：国際移動電話加入者識別番号
　ＭＣＣ：国識別コード
　ＭＮＣ：事業者識別コード
【００１５】
　用語
　以下は、本開示で使用される用語の用語集である。
　メモリ媒体－様々な種類のメモリデバイス又は記憶デバイスのいずれか。用語「メモリ
媒体」は、インストール媒体、例えば、ＣＤ－ＲＯＭ、フロッピーディスク、又はテープ
デバイス、ＤＲＡＭ、ＤＤＲ　ＲＡＭ、ＳＲＡＭ、ＥＤＯ　ＲＡＭ、ラムバスＲＡＭ等の
コンピュータシステムメモリ又はランダムアクセスメモリ、フラッシュ、磁気メディア等
の不揮発性メモリ、例えば、ハードドライブ、又は光記憶装置、レジスタ、又はその他の
同様の種類のメモリ要素等を含むことが意図されている。メモリ媒体は、他の種類のメモ
リを含んでもよく、それらの組合せを含んでもよい。加えて、メモリ媒体は、プログラム
が実行される第１のコンピュータシステム内に配置されてもよく、又はインターネット等
のネットワークを通じて第１のコンピュータシステムに接続する第２の別のコンピュータ
システム内に配置されてもよい。後者の例では、第２のコンピュータシステムは実行のた
めにプログラム命令を第１のコンピュータシステムに提供してもよい。用語「メモリ媒体
」は、異なる場所、例えば、ネットワークを通じて接続された異なるコンピュータシステ
ム内に存在し得る、２つ以上のメモリ媒体を含んでもよい。メモリ媒体は、１つ以上のプ
ロセッサによって実行され得る（例えば、コンピュータプログラムとして組み込まれた）
プログラム命令を記憶し得る。
【００１６】
　キャリア媒体－上述のようなメモリ媒体、並びに、バス、ネットワークなどの物理的伝
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送媒体、及び／又は、電気的信号、電磁気的信号、若しくはデジタル信号などの信号を伝
達する他の物理的伝送媒体。
【００１７】
　プログラム可能ハードウェア要素－プログラム可能相互接続子を介して接続された複数
のプログラム可能機能ブロックを備える、様々なハードウェアデバイスを含む。例として
は、ＦＰＧＡ（フィールドプログラマブルゲートアレイ）、ＰＬＤ（プログラム可能論理
デバイス）、ＦＰＯＡ（フィールドプログラマブルオブジェクトアレイ）、及びＣＰＬＤ
（複合ＰＬＤ）が挙げられる。プログラム可能機能ブロックは、細かい粒度のもの（組合
せ論理又はルックアップテーブル）から粗い粒度のもの（算術論理演算装置又はプロセッ
サコア）にまで及び得る。プログラム可能ハードウェア要素はまた、「再構成可能論理」
と称することもできる。
【００１８】
　コンピュータシステム－パーソナルコンピュータシステム（ＰＣ）、メインフレームコ
ンピュータシステム、ワークステーション、ネットワーク装置、インターネット装置、携
帯情報端末（ＰＤＡ）、個人用通信装置、スマートフォン、テレビシステム、グリッドコ
ンピューティングシステム、又はその他のデバイス、あるいはデバイスの組合せを含む、
様々な種類のコンピューティング又は処理システムのいずれか。一般的に、用語「コンピ
ュータシステム」は、メモリ媒体からの命令を実行する少なくとも１つのプロセッサを有
する任意のデバイス（又はデバイスの組合せ）を包含するように広義に定義することがで
きる。
【００１９】
　ユーザ機器（ＵＥ）（又は「ＵＥデバイス」）－移動式又は携帯式であり、無線通信を
実行する、様々な種類のコンピュータシステムデバイスのうちのいずれか。ＵＥデバイス
の例としては、携帯電話又はスマートフォン（例えば、ｉＰｈｏｎｅ（登録商標）、Ａｎ
ｄｒｏｉｄ（登録商標）ベースの電話）、ポータブルゲーム機器（例えば、Ｎｉｎｔｅｎ
ｄｏ　ＤＳ（登録商標）、ＰｌａｙＳｔａｔｉｏｎ　Ｐｏｒｔａｂｌｅ（登録商標）、Ｇ
ａｍｅｂｏｙ　Ａｄｖａｎｃｅ（登録商標）、ｉＰｈｏｎｅ）、ラップトップ、ＰＤＡ、
ポータブルインターネット機器、音楽プレーヤ、データ記憶デバイス、又は他のハンドヘ
ルドデバイス等が挙げられる。一般に、用語「ＵＥ」又は「ＵＥデバイス」は、ユーザに
よって容易に持ち運ばれ、無線通信が可能な、あらゆる電子的、コンピューティング及び
／又は電気通信デバイス（又はデバイスの組合せ）を包含するように幅広く定義され得る
。
【００２０】
　基地局－用語「基地局」は、その通常の意味の全範囲を有し、少なくとも、固定場所に
設置され、無線電話システム又は無線システムの一部として通信するために使用される無
線通信局を含む。
【００２１】
　処理要素－種々の要素又は要素の組合せを指す。処理要素は、例えば、ＡＳＩＣ（Appl
ication Specific Integrated Circuit、特定用途向け集積回路）などの回路、個別のプ
ロセッサコアの一部分若しくは回路、プロセッサコア全体、個別のプロセッサ、フィール
ドプログラマブルゲートアレイ（field programmable gate array、ＦＰＧＡ）などのプ
ログラム可能ハードウェアデバイス及び／又は複数のプロセッサを含むシステムのより大
きい部分を含む。
【００２２】
　自動的に－アクション若しくは動作を直接指定又は実行する、ユーザ入力を使用するこ
となく、コンピュータシステム（例えば、コンピュータシステムによって実行されるソフ
トウェア）又はデバイス（例えば、回路機構、プログラム可能ハードウェア要素、ＡＳＩ
Ｃなど）によって実行される、アクション又は動作を指す。それゆえ、用語「自動的に」
は、ユーザが入力を提供することにより動作を直接実行する、ユーザによって手作業で実
行又は指定される動作とは対照的である。自動手順は、ユーザによって提供される入力に
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よって開始させることができるが、「自動的に」実行される後続のアクションは、ユーザ
によって指定されず、すなわち、実行するべき各アクションをユーザが指定する「手作業
」では実行されない。例えば、ユーザが、各フィールドを選択して、情報を指定する入力
を提供することによって（例えば、情報を打ち込むこと、チェックボックス、無線選択を
選択することなどによって）、電子フォームに記入することは、コンピュータシステムが
、そのユーザアクションに応じて、そのフォームを更新しなければならない場合であって
も、手作業でフォームに記入することである。コンピュータシステム（例えば、コンピュ
ータシステム上で実行されるソフトウェア）が、フォームのフィールドを分析して、その
フィールドに対する回答を指定するユーザ入力を全く使用することなく、フォームに記入
する場合、そのフォームは、コンピュータシステムによって自動的に記入することができ
る。上述のように、ユーザは、フォームの自動記入を呼び出すことができるが、フォーム
の実際の記入には関与しない（例えば、ユーザは、フィールドに対する回答を手作業で指
定するのではなく、それらの回答は、自動的に完了される）。本明細書は、ユーザが行っ
たアクションに応じて動作が自動的に実行される、様々な実施例を提供する。
【００２３】
　図１から図３－通信システム
　図１及び図２は、例示的な（及び簡略化された）無線通信システムを示す。図１及び図
２のシステムは、あり得るシステムの単なる一例にすぎず、実施形態は所望に応じて種々
のシステムのいずれかにおいて実行され得ることに留意されたい。
【００２４】
　図１の例示的な無線通信システムは、１つ以上のユーザデバイス１０６Ａ、１０６Ｂ等
から１０６Ｎまでと伝送媒体を介して通信する基地局１０２Ａを含む。本明細書では、ユ
ーザデバイスの各々を「ユーザ機器」（ＵＥ）と呼ぶことがある。このように、ユーザデ
バイスはＵＥ又はＵＥデバイスと呼ばれる。図２の例示的な無線通信システムでは、基地
局１０２Ａに加えて、基地局１０２Ｂもまた（例えば、同時に又は並行して）ユーザデバ
イス１０６Ａ、１０６Ｂ等から１０６Ｎまでと伝送媒体を介して通信する。
【００２５】
　基地局１０２Ａ及び１０２Ｂは、無線基地局装置（ＢＴＳ）又はセルサイトであっても
よく、ユーザデバイス１０６Ａから１０６Ｎまでとの無線通信を可能にするハードウェア
を含むことができる。各々の基地局１０２はまた、セルラーサービスプロバイダのコアネ
ットワークであり得る、コアネットワーク１００（基地局１０２Ａはコアネットワーク１
００Ａに接続されてもよいが、基地局１０２Ｂはコアネットワーク１００Ｂに接続されて
もよい）と通信するように装備されてもよい。各々のコアネットワーク１００はまた、１
つ以上の外部ネットワーク（外部ネットワーク１０８など）に接続されてもよく、それら
はインターネット、公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）、又はその他のネットワークを含んでも
よい。このように、基地局１０２Ａはユーザデバイス間及び／又はユーザデバイスとネッ
トワーク１００Ａとの間の通信を促進することができ、図２の例示的なシステムにおいて
、基地局１０２Ｂもまたユーザデバイス間及び／又はユーザデバイスとネットワーク１０
０Ｂとの間の通信を促進することができる。
【００２６】
　基地局１０２Ａ並びに１０２Ｂ及びユーザデバイスは、また無線通信技術、又はＧＳＭ
、ＵＭＴＳ（ＷＣＤＭＡ）、ＬＴＥ、ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ　（ＬＴＥ－Ａ）、３Ｇ
ＰＰ２　ＣＤＭＡ２０００　（例えば１ｘＲＴＴ、１ｘＥＶ－ＤＯ、ＨＲＰＤ、ｅＨＲＰ
Ｄ）、Ｗｉ－Ｆｉ、ＷｉＭＡＸなどの電気通信規格と呼ばれる、種々の無線アクセス技術
（ＲＡＴ）のいずれかを使用して伝送媒体を介して通信するように構成されてもよい。
【００２７】
　例えば、基地局１０２Ａ及びコアネットワーク１００Ａは、第１のセルラー通信規格（
例えば、ＬＴＥ）に従って動作してもよいが、基地局１０２Ｂ及びコアネットワーク１０
０Ｂは第２の（例えば、異なった）セルラー通信規格（例えば、ＧＳＭ、ＵＭＴＳ及び／
又は１つ以上のＣＤＭＡ２０００セルラー通信規格）に従って動作してもよい。２つのネ
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ットワークは、同じネットワークオペレータ（例えば、セルラーサービスプロバイダ又は
「キャリア」）又は異なるネットワークオペレータによって制御されてもよい。加えて、
２つのネットワークは互いに独立して運営されてもよく（例えば、もしそれらが異なるセ
ルラー通信規格に従って動作する場合）、又はいくらか若しくは密接に接続されるように
運営されてもよい。
【００２８】
　また２つの異なるネットワークは、図１に示される例示的なネットワーク構成において
示されるような、２つの異なるセルラー通信技術を支援するために使用されてもよいが、
複数のセルラー通信技術を実現する他のネットワーク構成もまた可能であることに留意さ
れたい。ある例として、基地局１０２Ａ及び１０２Ｂは、異なるセルラー通信規格に従っ
て動作してもよいが、同じコアネットワークに接続されてもよい。別の例として、異なる
セルラー通信技術（例えば、ＬＴＥ及びＣＤＭＡ　１ｘＲＴＴ、ＧＳＭ及びＵＭＴＳ、又
はセルラー通信技術の他の任意の組合せ）を同時に支援することが可能なマルチモードの
基地局が、異なるセルラー通信技術もまた支援するコアネットワークに接続されてもよい
。その他の種々のネットワークのいずれかの配置シナリオもまた可能である。
【００２９】
　更なる可能性として、基地局１０２Ａ及び基地局１０２Ｂは、同じ無線通信技術（又は
無線通信技術の重畳する組）に従って動作することもまた可能である。例えば、基地局１
０２Ａ及びコアネットワーク１００Ａは、異なる（例えば、競合する）セルラーサービス
プロバイダによって運営され得る、基地局１０２Ｂ及びコアネットワーク１００Ｂとは独
立して、あるセルラーサービスプロバイダによって運営されてもよい。この場合はこのよ
うにして、同様かつ競合する可能性のあるセルラー通信技術を利用するにもかかわらず、
ユーザデバイス１０６Ａから１０６Ｎは、おそらく異なるキャリアのネットワークと通信
するための分離された加入者ＩＤを利用することにより、基地局１０２Ａ及び１０２Ｂと
独立して通信してもよい。
【００３０】
　ＵＥ　１０６は、複数の無線通信規格を使用して通信することができる場合がある。例
えば、ＵＥ　１０６は、３ＧＰＰセルラー通信規格（ＬＴＥなど）又は３ＧＰＰ２セルラ
ー通信規格（セルラー通信規格のうちＣＤＭＡ２０００ファミリーのセルラー通信規格な
ど）のいずれか又は両方を用いて通信するよう構成されてもよい。別の例として、ＵＥ　
１０６は、異なる３ＧＰＰセルラー通信規格（ＧＳＭ、ＵＭＴＳ、ＬＴＥ、又はＬＴＥ－
Ａのうちの２つ以上など）を使用して通信するように構成されてもよい。このように、上
記のように、ＵＥ　１０６は、第１のセルラー通信規格（例えば、ＬＴＥ）に従って基地
局１０２Ａ（及び／又は他の基地局）と通信するように構成されてもよく、また第２のセ
ルラー通信規格（例えば、１つ以上のＣＤＭＡ２０００セルラー通信規格、ＵＭＴＳ、Ｇ
ＳＭなど）に従って基地局１０２Ｂ（及び／又は他の基地局）と通信するように構成され
てもよい。
【００３１】
　同じ又は異なるセルラー通信規格に従って動作する基地局１０２Ａ並びに１０２Ｂ及び
他の基地局は、１つ以上のセルラー通信規格を介して、広い地理的エリアにわたってＵＥ
　１０６Ａから１０６Ｎ及び同様のデバイスに連続性のある又はほぼ連続性のある重複す
るサービスを提供し得る、セルの１つ以上のネットワークとしてこのように提供され得る
。
【００３２】
　ＵＥ　１０６はまた、あるいは代替的に、ＷＬＡＮ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ、１つ以上の
グローバルナビゲーション衛星システム（ＧＮＳＳ、例えばＧＰＳ又はＧＬＯＮＡＳＳ）
、並びに１つ及び／又は複数のモバイルテレビ放送規格（例えば、ＡＴＳＣ－Ｍ／Ｈ又は
ＤＶＢ－Ｈ）等を使用して通信するように構成され得る。無線通信規格の他の組合せ（２
より多い無線通信規格を含む）もまた可能である。
【００３３】
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　図３は、基地局１０２（例えば、基地局１０２Ａ又は１０２Ｂのうちの１つ）と通信す
るＵＥ機器１０６（例えば、デバイス１０６Ａから１０６Ｎのうちの１つ）を示す。ＵＥ
　１０６は、携帯電話、ハンドヘルドデバイス、コンピュータ又はタブレット等の無線ネ
ットワーク接続性を有するデバイス、あるいは実質上あらゆる種類の無線デバイスであっ
てよい。
【００３４】
　ＵＥは、メモリ内に記憶されたプログラム命令を実行するように構成されたプロセッサ
を含んでもよい。ＵＥは、このような記憶された命令を実行することによって本明細書に
記載されている方法の実施形態のうちのいずれかを実行することができる。あるいは、又
は更に、ＵＥは、本明細書に記載されている方法実施形態のうちのいずれか、又は本明細
書に記載されている方法実施形態のうちのいずれかの任意の部分を実行するように構成さ
れたＦＰＧＡ（フィールドプログラマブルゲートアレイ）等のプログラム可能ハードウェ
ア要素を含んでもよい。
【００３５】
　ＵＥ　１０６は、複数の無線通信プロトコルのいずれかを使用して通信するように構成
することができる。例えば、ＵＥ　１０６は、２つ以上のＧＳＭ、ＵＭＴＳ（Ｗ－ＤＣＭ
Ａ、ＴＤ－ＳＣＤＭＡなど）、ＣＤＭＡ２０００（１ｘＲＴＴ、１ｘＥＶ－ＤＯ、ＨＲＰ
Ｄ、ｅＨＲＰＤなど）、ＬＴＥ、ＬＴＥ－Ａ、ＷＬＡＮ又はＧＮＳＳのうち２つ以上を使
用して通信するように構成されてもよい。無線通信規格の他の組合せもまた可能である。
【００３６】
　ＵＥ　１０６には、１つ以上の無線通信プロトコルを使用して通信するための１つ以上
のアンテナを含み得る。ＵＥ　１０６は、複数の無線通信規格の間での受信及び／又は送
信チェーンの１つ以上の部分を共有することができる。例えば、ＵＥ　１０６は、単一の
共有無線器を使用して、ＧＳＭ又はＬＴＥのいずれか（又は両方）を使用して通信するよ
うに構成され得る。共有無線器には、無線通信を行うための単一のアンテナを含めてよく
、又は複数のアンテナ（例えば、ＭＩＭＯ用）を含めてよい。代替として、ＵＥ　１０６
は、通信するように構成された各無線通信プロトコルのための別個の送信及び／又は受信
チェーン（例えば、別々のアンテナ及び他の無線コンポーネントを含む）を含み得る。別
の可能性として、ＵＥ　１０６は、複数の無線通信プロトコルの間で共有される１つ以上
の無線器、及び単一の無線通信プロトコルによって独占的に使用される１つ以上の無線器
を含み得る。例えば、ＵＥ　１０６は、ＬＴＥ又はＧＳＭのいずれかを使用して通信する
ための共有無線器、並びにＷｉ－Ｆｉ及びＢｌｕｅｔｏｏｔｈのそれぞれを使用して通信
するための別々の無線器を含み得る。他の構成もまた、可能である。
【００３７】
　図４－ＵＥの例示的なブロック図
　図４はＵＥ　１０６の例示的なブロック図を示している。図示のとおり、ＵＥ　１０６
は、種々の目的のための部分を有し得るシステムオンチップ（ＳＯＣ）３００を含むこと
ができる。例えば、図示のとおり、ＳＯＣ　３００は、ＵＥ　１０６のためのプログラム
命令を実行し得るプロセッサ（複数可）３０２と、グラフィック処理を実行し、ディスプ
レイ３４５に表示信号を提供し得る表示回路３０４とを含んでもよい。プロセッサ（複数
可）３０２は、メモリ管理ユニット（ＭＭＵ）３４０に接続されてもよく、ＭＭＵ　３４
０は、プロセッサ（複数可）３０２からアドレスを受信し、それらのアドレスを、メモリ
（例えば、メモリ３０６、読み出し専用メモリ（ＲＯＭ）３５０、ＮＡＮＤフラッシュメ
モリ３１０）内の位置に変換し、並びに／又は表示回路３０４、無線器３３０、コネクタ
Ｉ／Ｆ　３２０、及び／若しくはディスプレイ３４０等の、その他の回路又はデバイスに
変換するように構成してもよい。ＭＭＵ　３４０は、メモリ保護及びページテーブル変換
又はセットアップを実行するように構成することができる。一部の実施形態では、ＭＭＵ
　３４０は、プロセッサ（複数可）３０２の一部として含めることができる。
【００３８】
　図示のとおり、ＳＯＣ　３００はＵＥ　１０６の種々の他の回路に接続することができ
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る。例えば、ＵＥ　１０６は、（例えば、ＮＡＮＤフラッシュ３１０を含む）様々な種類
のメモリ、（例えば、コンピュータシステム、ドック、充電ステーション等に接続するた
めの）コネクタインタフェース３２０、ディスプレイ３４５、及び（例えば、ＧＳＭ、Ｕ
ＭＴＳ、ＬＴＥ、ＬＴＥ－Ａ、ＣＤＭＡ２０００、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ、ＷｉＦｉ、ＧＰ
Ｓ等のための）無線通信回路３３０を含み得る。
【００３９】
　ＵＥデバイス１０６は、基地局及び／又は他のデバイスとの無線通信を実行するために
、少なくとも１つのアンテナ、及び場合によっては複数のアンテナを含み得る。例えば、
ＵＥデバイス１０６は、アンテナ３３５を使用して無線通信を実行することができる。上
述したように、ＵＥは、複数の無線通信規格を使用して無線で通信するように構成するこ
とができる。
【００４０】
　ＵＥ　１０６は、１つ以上のユーザインタフェース要素を更に含んでもよい。ユーザイ
ンタフェース要素は、ディスプレイ３４５（タッチスクリーンディスプレイであってもよ
い）、キーボード（個別のキーボードであってもよいし、タッチスクリーンディスプレイ
の一部として実現されてもよい）、マウス、マイク、及び若しくはスピーカー、１つ以上
のカメラ、１つ以上のボタン、スライダ、及び／若しくはダイアル、並びに／又はユーザ
に対する情報の提供及び／又はユーザ入力の受け取り／解釈が可能な様々な他の要素のい
ずれかなど、様々な要素のいずれかを含んでもよい。
【００４１】
　図示のとおり、ＵＥ　１０６はまた１つ以上の加入者識別モジュール（ＳＩＭ）３６０
を含み得る。ＳＩＭ　３６０は、いくつかの実施形態では、スマートカードのアプリケー
ションとして実施され得る。いくつかの場合、スマートカードそれ自体がＳＩＭカードと
呼ばれることもある。一例として、ＳＩＭ　３６０はユニバーサル集積回路カード（ＵＩ
ＣＣ）で実行するアプリケーションであり得る。必要に応じて、スマートカードはまた、
１つ以上の他のアプリケーションを含み（例えば、記憶し、及び／又は実行し）得る。ス
マートカードは着脱可能であり得る。
【００４２】
　代替として、又は加えて、ＳＩＭ　３６０は組み込み型ＳＩＭ（ｅＳＩＭ）として実現
され得る。この場合、ＳＩＭ　３６０はデバイスのハードウェア及び／又はソフトウェア
において実現され得る。例えば、いくつかの実施形態では、ＵＥ　１０６は、組み込み型
ＵＩＣＣ（ｅＵＩＣＣ）を含み得るが、例えば、ＵＥ　１０６に内蔵され、着脱不可能な
デバイスである。ｅＵＩＣＣはプログラム可能であり得、そのため、ｅＳＩＭはｅＵＩＣ
Ｃで実施され得る。他の実施形態では、ｅＳＩＭはＵＥ　１０６ソフトウェアに、例えば
、ＵＥ　１０６内のプロセッサ（プロセッサ３０２など）で実行するメモリ媒体（メモリ
３１０又はＮＡＮＤ　３１０）に記憶されるプログラム命令としてインストールされ得る
。図６を参照して本明細書に続けて更に記述されるように、ＵＥ　１０６はリムーバブル
ＳＩＭカードからｅＳＩＭを生成するように構成されてもよい。
【００４３】
　ＳＩＭ　３６０は、ユーザ及び／又はデバイスに固有のパーソナライズ情報（例えば、
パーソナライズ情報）、及びユーザ及び／又はデバイスに固有ではない情報（例えば、共
通情報）を含む、いくつかの種類の情報を含み得る。共通部分は、一部又は全部の種類の
ＳＩＭの間（例えば、同じプロファイルのＵＩＣＣ／ｅＵＩＣＣの間）で共通となり得る
ファイル、データ構造、及び／又はアプリケーションを含み得る。パーソナライズ情報は
、ユーザ／ユニット固有データ、例えば、それらのキャリアネットワークに対するユーザ
／ユニットを識別する情報、パーソナライズ承認及び／又はセキュリティ情報などを含み
得る。パーソナライズ情報の一部又は全部は、例えば、キャリアネットワークに対しＵＥ
　１０６を識別するため、及びキャリアからセルラーサービスを取得するために、ＵＥ　
１０６の加入者ＩＤとして使用され得る。
【００４４】
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　一例として、パーソナライズ情報は、１つ以上の国際移動電話加入者識別（ＩＭＳＩ）
番号を含み得る。あるＩＭＳＩは、それのキャリアネットワークに対する加入者を識別す
ることができる。例えば、ＩＭＳＩは、加入者の「ホーム」国識別コード（ＭＣＣ）及び
事業者識別コード（ＭＮＣ）、並びに加入者に対して一意な移動電話加入者識別番号（Ｍ
ＳＩＮ）を含む番号とし得る。パーソナライズ情報は更に、又は代替として、個人識別番
号（ＰＩＮ）（例えば、ユーザが自身のＳＩＭにアクセスするために使用し得るコード）
、ＰＩＮロック解除コード及び／又はＰＩＮロック解除キー（ＰＵＣ／ＰＵＫ）、並びに
１つ以上の認証キー（Ｋ／Ｋｉ）を含み得る。必要に応じて、種々の他のパーソナライズ
情報のいずれかが更に、又は代替として使用され得る。
【００４５】
　上記のように、加入者識別情報は、ＵＥ　１０６を、その加入者のキャリアセルラーネ
ットワークに対して識別するために使用され得る。単一の加入者ＩＤは、したがって、多
くの場合、ユーザがキャリアセルラーネットワーク及びサービスプランに満足している場
合に、好適であり得る。しかしながら、いくつかの場合において、ユーザが複数の加入者
ＩＤを利用することが望ましい場合がある。例えば、ユーザは種々の理由のいずれかによ
り、複数のキャリアからサービスを取得することが望ましいと考える場合があり、それは
異なるキャリアの異なる足跡／サービスエリア、異なるサービスプラン／異なるキャリア
により提供される価格設定、又は使用される異なる技術を含む。いくつかの場合において
、複数の加入者ＩＤ（同じ又は異なるキャリアからかどうか）を仕事関連の通信及び私用
の通信など、双方向作用の種類を差別化する手段として利用することが望ましい場合があ
る。
【００４６】
　更なる可能性として、ＬＴＥネットワークを実行するいくつかのキャリアのための単一
のデバイスにおいて複数の加入者ＩＤを利用することが望ましい場合があるという状況が
発生し得る。特に、いくつかの場合において、ＬＴＥ（例えば、パケット交換通信技術と
して）ネットワークがデータ通信（例えば、ウェブ閲覧、電子メール、及び他のネットワ
ーキングアプリケーション等）のために（少なくとも初めには）配置されてもよいが、（
例えば、既存の）ＧＳＭ及び／又はＵＭＴＳ（例えば、回路交換通信技術を含み得る）ネ
ットワークは音声通信のために提供されて利用されてもよい。
【００４７】
　単一の加入者ＩＤを使用してこのような複合機能性を提供するために、回路変換フォー
ルバック（ＣＳＦＢ）技術が実現され得る。このような技術は、主に監視し、ＬＴＥネッ
トワークを介して通信することを含み得るが、着信音声呼び出しが受信され又は発信音声
呼び出しが行われる場合にＧＳＭ又はＵＭＴＳネットワークに「フォールバック」するこ
とを含み得る。このことは、ＬＴＥネットワークとの接続を解除することを求める場合が
あり、それから音声呼び出しを行う又は受けるために、ＧＳＭ又はＵＭＴＳネットワーク
に対する接続を確立することが求められる場合がある。このようなプロセスは、ユーザに
とって厄介となり得る、コール設定プロセスを著しく遅延させ得る（例えば、数秒）。
【００４８】
　複数の加入者ＩＤを利用することは、もしデバイスが複数の加入者ＩＤを同時に利用す
ることができれば、このような技術の代替をデバイスに与え得る。特に、もしあるＳＩＭ
が音声ＲＡＴ（例えば、ＧＳＭ又はＵＭＴＳ）に指定され、かつ第２のＳＩＭがデータＲ
ＡＴ（例えば、ＬＴＥ）に指定される場合、デバイスは、キャリアのＧＳＭ（又はＵＭＴ
Ｓ）ネットワーク及びキャリアのＬＴＥネットワークの両方を同時に監視することができ
る場合がある。したがって、このような場合、着信又は発信呼び出しを、他の方法では必
要であろうＣＳＦＢ遅延を必要とせずにＧＳＭ（又はＵＭＴＳ）ネットワーク上で直接受
けたり行ったりすることができる。
【００４９】
　後で更に記述するように、様々な他の利点はまた、無線デバイスにおいて複数の加入者
ＩＤを便利に取得及び利用するための手段を提供することにより生じ得る。したがって、
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本明細書に続けて更に述べるように、ＵＥ　１０６はリムーバブルＳＩＭカードからｅＳ
ＩＭを生成するため及び複数の加入者ＩＤを同時に利用するための方法を実現するための
ハードウェア及びソフトウェアコンポーネンツを含み得る。
【００５０】
　ＵＥデバイス１０６のプロセッサ３０２は、例えば、メモリ媒体（例えば、非一時的コ
ンピュータ可読メモリ媒体）に記憶されたプログラム命令を実行することによって、本明
細書に記載される方法の一部又は全部を実行するように構成され得る。他の実施形態では
、プロセッサ３０２は、ＦＰＧＡ（フィールドプログラマブルゲートアレイ）等のプログ
ラム可能なハードウェア要素として、又はＡＳＩＣ（特定用途向け集積回路）として構成
され得る。
【００５１】
　図５－基地局の例示的なブロック図
　図５は、基地局１０２の例示的なブロック図を示す。図５の基地局は可能な基地局の単
なる一例にすぎないことを留意されたい。図示のとおり、基地局１０２は、基地局１０２
についてプログラム命令を実行することができるプロセッサ（複数可）４０４を含むこと
ができる。また、プロセッサ（複数可）１０２は、プロセッサ（複数可）１０２からアド
レスを受信し、それらのアドレスを、メモリ（例えば、メモリ４６０及び読み出し専用メ
モリ（read only memory、ＲＯＭ）４５０）中のロケーションに、あるいはその他の回路
又はデバイスに変換するように構成することができるメモリ管理ユニット（memory manag
ement unit、ＭＭＵ）４４０に接続することができる。
【００５２】
　基地局１０２は、少なくとも１つのネットワークポート４７０を含むことができる。ネ
ットワークポート４７０は、電話網に接続し、ＵＥデバイス１０６などの複数のデバイス
に、図１及び図２において上述したような電話網へのアクセスを提供するように構成する
ことができる。
【００５３】
　ネットワークポート４７０（又は、追加ネットワークポート）はまた、又は代替的に、
セルラーネットワーク、例えば、セルラーサービスプロバイダのコアネットワーク、に接
続するように構成することもできる。このコアネットワークは、ＵＥデバイス１０６など
の複数のデバイスに、移動性に関連するサービス及び／又は他のサービスを提供すること
ができる。一部の場合には、ネットワークポート４７０は、コアネットワークを介して電
話網に接続することができ、かつ／又は、そのコアネットワークが電話網（例えば、セル
ラーサービスプロバイダによるサービスを受ける他のＵＥデバイスの間で）を提供するこ
とができる。
【００５４】
　基地局１０２は、少なくとも１つのアンテナ４３４と、場合によっては複数のアンテナ
を含むことができる。少なくとも１つのアンテナ４３４は、無線送受信機として動作する
ように構成することができ、更に、無線器４３０を介してＵＥデバイス１０６と通信する
ように構成することができる。アンテナ４３４は、通信チェーン４４３２を介して無線器
４３０と通信する。通信チェーン４３２は、受信チェーン、送信チェーン、又は両方とす
ることができる。無線４３０は、ＬＴＥ、ＷＣＤＭＡ、ＣＤＭＡ２０００などが挙げられ
るがこれらには限定されない種々の無線電気通信規格によって通信するように構成するこ
とができる。
【００５５】
　基地局１０２のプロセッサ４０４は、例えば、メモリ媒体（例えば、非一時的コンピュ
ータ可読メモリ媒体）に記憶されたプログラム命令を実行することによって、本明細書に
記載する方法の一部又は全体を実施するように構成することができる。代替的には、プロ
セッサ４０４は、ＦＰＧＡ（フィールドプログラマブルゲートアレイ）などのプログラム
可能ハードウェア要素として、又はＡＳＩＣ（特定用途向け集積回路）として、あるいは
それらの組合せとして構成することができる。
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【００５６】
　図６から図７－流れ図
　前に記載したように、ユーザ機器（ＵＥ）デバイスが複数の加入者ＩＤを利用し、それ
らの加入者ＩＤを取得／記憶するための柔軟性がありユーザフレンドリな方法を提供する
ことが望ましい場合がある。図６は、リムーバブルＳＩＭからｅＳＩＭを生成する方法を
示す流れ図であり、図７は、ＵＥデバイスにおいて複数のＳＩＭを並行して又は同時に利
用するための方法を示す流れ図である。
【００５７】
　図６及び図７に示される方法は、他のデバイスの中でもとりわけ、上記の図に示されて
いるシステム又はデバイスのいずれかと共に用いることができる。更に、図６及び図７に
示される方法は、必要に応じて、個別又は組合せて使用されてもよい。種々の実施形態に
おいて、図示の方法要素の一部は、同時に実行してもよく、図示のものとは異なる順序で
実行してもよく、又は省略してもよい。必要に応じて、追加の方法要素も実行され得るこ
とにもまた、留意されたい。
【００５８】
　６０２では、第１のリムーバブル加入者識別モジュール（ＳＩＭ）カードがＵＥに動作
可能に接続されていることを検出し得る。第１のリムーバブルＳＩＭカードは、リムーバ
ブルＳＩＭカードの挿入（接続）及び／又は取り外し（分離）を簡便にするように構成さ
れ得る、ＵＥの一部として提供されるＳＩＭスロットを介してＵＥに接続され得る。第１
のリムーバブルＳＩＭカードは、様々な大きさの（例えば、ミクロ、ナノ）ＳＩＭカード
を含む、様々な種類のリムーバブルＳＩＭカードのいずれかであってよく、１つ以上のセ
ルラーサービスプロバイダ（又は「キャリア」）及び／又は１つ以上のセルラー通信技術
に対応する１つ以上の加入者ＩＤを提供し得る。例えば、第１のリムーバブルＳＩＭカー
ドは、ＬＴＥなどの第１の無線アクセス技術に従って、ＵＥが第１のキャリアからセルラ
ーサービスを取得できるように構成された加入者ＩＤを含み得る。
【００５９】
　第１のリムーバブルＳＩＭカードがＵＥに接続されていることを検出したことに基づき
、ＵＥはユーザインタフェースを介してプロンプトを提供し得る。プロンプトは、第１の
リムーバブルＳＩＭカードから組み込み型ＳＩＭを生成するかどうかを示す、ユーザフィ
ードバックを要求する。ＵＥはまた、プロンプトに応じて第１のリムーバブルＳＩＭに基
づいてｅＳＩＭを生成するかどうかを示すユーザ入力（例えば、再びユーザインタフェー
スを介して）を受け取るように構成され得る。
【００６０】
　代替的に（又は加えて）、ＵＥは、第１のリムーバブルＳＩＭからｅＳＩＭを生成する
ための１つ以上のユーザ入力オプションが提供される、メニューナビゲーションを介して
アクセス可能な、１つ以上の構成設定メニューを含むように構成され得る。別の可能性と
して、ＵＥは、第１のリムーバブルＳＩＭからのｅＳＩＭの生成を要求する、促進された
又は促進されていない音声コマンドに対応することができる。概して、ＵＥは、図４を参
照して本明細書で上述した様々なユーザインタフェース要素のいずれかなど、様々な種類
のユーザインタフェース／ユーザインタフェース要素のいずれかを介することを含み、第
１のリムーバブルＳＩＭからｅＳＩＭを生成することを要求する（及び／又はしないこと
を選択することを示す）ユーザ入力（促進された又は促進されていない）を受け取る多数
の手段のいずれかを提供するように構成され得る。
【００６１】
　更なる可能性として、必要に応じて、ＵＥは、第１のリムーバブルＳＩＭの挿入を検出
したことに基づき／応じて、第１のリムーバブルＳＩＭからｅＳＩＭを自動的に生成する
ように構成され得る。
【００６２】
　第１のリムーバブルＳＩＭからｅＳＩＭを生成する要求を示すユーザ入力が受け取られ
た場合（又はＵＥが自動的にそうするように構成される場合）、６０４では、第１のリム
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ーバブルＳＩＭカードに基づいて、第１のｅＳＩＭが生成され得る。第１のｅＳＩＭを生
成することは、第１のリムーバブルＳＩＭカードから加入者識別情報をコピーして、その
加入者識別情報をＵＥに記憶することを含み得る。加入者識別情報は、例えば、ｅＵＩＣ
ＣなどのＳＩＭの使用に専用の組み込み型ハードウェアデバイスに、又は汎用メモリに、
又はＵＥの様々な他の場所の任意の場所に、記憶され得る。もし必要であれば、加入者識
別情報の異なる部分はＵＥの異なる場所に記憶されてもよい。
【００６３】
　第１のｅＳＩＭが、ＵＥによる使用のための加入者ＩＤ（「第１の加入者ＩＤ」）を提
供するように構成されてもよく、それは第１のリムーバブルＳＩＭカードにより提供され
る加入者ＩＤに相当し得る（例えば、同じ加入者識別情報を含んでもよく、加入者ＩＤに
対応するキャリア（「第１のキャリア」）のセルラーネットワーク（「第１のネットワー
ク」）により認識可能であってもよい）ことに留意されたい。このように、第１のｅＳＩ
Ｍを生成し記憶することにより、第１のリムーバブルＳＩＭカードがＵＥから取り外され
た（分離された）後であっても、効果的に、ＵＥを第１のリムーバブルＳＩＭにより提供
される加入者ＩＤに従って作動させることができる。
【００６４】
　ＵＥはしたがって、第１のｅＳＩＭにより提供される第１の加入者ＩＤを使用して第１
のネットワークを監視し、セルラー通信を行うことが可能となり得る。いくつかの場合に
おいて、第１のｅＳＩＭは、第１のネットワークを介して監視及び／又はセルラー通信を
行うのに先立ち（又はその一部として）、第１のキャリア（第１の加入者ＩＤに対応する
セルラーサービスプロバイダ）に登録、更新、及び／又は提供されてもよいことに留意さ
れたい。これは、ｏｖｅｒ－ｔｈｅ－ａｉｒ処理（例えば、セルラー通信を介して実行さ
れる）又は異なる種類の処理（例えば、Ｗｉ－Ｆｉ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ，近距離無線通
信（ＮＦＣ）、ＵＳＢ等）であってもよい。様々なステップのいずれかは、ＵＥ／加入者
ＩＤの組合せをキャリアに登録するために実行されてもよい。例えば、ＵＥは、ネットワ
ーク用のある動作範囲内の周波数（例えば、チャンネル）をスキャンしてもよい。加入者
ＩＤに対応するネットワークを見つけると、ＵＥデバイスはそのネットワークに対しそれ
自身を識別し（例えば、選択された加入者ＩＤを使用して）、サービスに関して交渉する
ことができる。ネットワークが、加入者ＩＤがネットワークを使用することを許可された
と判断すると（少なくとも部分的にＵＥの加入者ＩＤに基づいて判定され得る）、ＵＥは
登録され、ネットワークとの完全な（又は部分的な、例えば、サービス契約、通信技術、
ネットワーク契約等により）通信（例えば音声及び／又はデータ）を可能にし得る。他の
ステップは、代替的に又は追加的に、本開示に照らして当業者に明らかであり得るように
、実装に基づき、ＵＥをネットワークに登録する際に実行されてもよい。
【００６５】
　６０６では（例えば、第１のリムーバブルＳＩＭカードから第１のｅＳＩＭが生成され
ると）、第１のリムーバブルＳＩＭカードが取り外される（例えば、ユーザにより、又は
場合によってはｅＳＩＭの生成が完了すると自動的に排出される）ことができ、ＵＥは第
１のリムーバブルＳＩＭカードがＵＥから分離されたことを検出することができる。上記
のように、ＵＥは、第１のリムーバブルＳＩＭカードがもはやＵＥに接続されていない後
でさえ、第１のｅＳＩＭにより提供される第１の加入者ＩＤを使用して、第１のネットワ
ークを監視し、セルラー通信を行うことができる。
【００６６】
　６０８では、第２のリムーバブルＳＩＭカードがＵＥに動作可能に接続されていること
を検出することができる。第２のリムーバブルＳＩＭカードは、第１のリムーバブルＳＩ
Ｍカードが以前ＵＥに動作可能に接続された（又は別の方法で同じように接続された）の
と同じＳＩＭスロットに挿入され得る。代替として（例えば、ＵＥが複数のＳＩＭスロッ
トを有する場合）、第２のリムーバブルＳＩＭカードは、別のＳＩＭスロットに挿入又は
ＵＥに別の方法で接続されてもよい。第２のリムーバブルＳＩＭカードは、第１のリムー
バブルＳＩＭカード及び第１のｅＳＩＭにより提供される第１の加入者ＩＤとは別の加入
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者ＩＤ（「第２の加入者ＩＤ］）を提供することができる。第２の加入者ＩＤは、第２の
加入者ＩＤに対応するキャリア（「第２のキャリア」）のセルラーネットワーク（「第２
のネットワーク」）へのアクセスを支援することができる。第２のキャリアは、第１のキ
ャリアと同じキャリア又は異なるキャリアであってもよい。更に、第２のネットワークは
、第１のネットワークと同じ（例えば、第２のキャリアが第１のキャリアと同じ場合）又
は異なるネットワークであってもよい。また更に、第１のネットワーク及び第２のネット
ワークは、同じ又は異なる無線アクセス技術（ＲＡＴ）を利用してもよい。
【００６７】
　ＵＥはまた、第２のネットワークを監視し、第２のリムーバブルＳＩＭカードにより提
供される第２の加入者ＩＤを使用したセルラー通信を行うことができる。第１のｅＳＩＭ
と同様、第２のリムーバブルＳＩＭカードは、監視及び／又は第２のネットワークを介し
てセルラー通信を行うのに先立ち（又はその一部として）、第２のキャリア（第２の加入
者ＩＤに対応するセルラーサービスプロバイダ）により登録、更新、及び／又は提供され
てもよい。これは、ｏｖｅｒ－ｔｈｅ－ａｉｒ又は他の任意の種類の処理であってもよく
、第１のｅＳＩＭが登録／更新／提供された（このようなステップが確かに行われた場合
）処理と同様又は異なっていてもよい。
【００６８】
　（図７を参照して更に記述されるように）、ＵＥは、いくつかの場合、第１のネットワ
ーク及び第２のネットワークを並行して又は同時に監視するように構成されてもよいこと
に留意されたい。代替として（例えば、ＵＥが限定された無線リソースを有し、及び／又
は複数の加入者ＩＤ間で動的に共有できるように構成されていない場合）、ＵＥは、例え
ば、任意の所与の時間に、第１の加入者ＩＤ又は第２の加入者ＩＤのどちらかを使用して
、第１のネットワーク又は第２のネットワークを監視するように構成されてもよい。例え
ば、ＵＥ上の加入者ＩＤ（例えば、第１の又は第２の加入者ＩＤ）のうちの１つは、アク
ティブな又は主要な加入者ＩＤとして（例えば、ユーザ入力を介して）指定されてもよい
。加入者ＩＤの１つがアクティブな／主要な加入者ＩＤとして選択されたことに応じて、
他の加入者ＩＤ（複数可）は使用不可になってもよい。もし必要であれば、使用不可の加
入者ＩＤ又は複数の加入者ＩＤ宛ての着信呼び出し又は他のトラフィックをアクティブな
加入者ＩＤに転送するよう構成されてもよい。このようにいくつかの場合では、ＵＥは，
アクティブな加入者ＩＤを介して、使用不可の加入者ＩＤ宛ての着信呼び出し（又は他の
メッセージ／トラフィック）を受信することが可能と成り得る。これは、加入者ＩＤが異
なるキャリアに対応する又は加入者ＩＤが同じキャリアに対応する場合のどちらでも可能
となり得る。
【００６９】
　更に、図６の方法は、少なくともいくつかの場合では、リムーバブルＳＩＭからいくつ
でも好きなだけｅＳＩＭを生成でき、その後それにより提供される加入者ＩＤを使用して
通信できるように拡張されてもよいことに留意されたい。第１のリムーバブルＳＩＭカー
ド及び第１のｅＳＩＭに関して上述された同様のユーザインタフェースオプション（例え
ば、プロンプト又はリムーバブルＳＩＭカードからｅＳＩＭを生成するかどうかを問い合
わせる他のユーザインタフェースオプション）は、リムーバブルＳＩＭカードがＵＥに挿
入される度に提供され得る。例えば、必要であれば、第２のリムーバブルＳＩＭカードか
ら第２のｅＳＩＭを生成するよう要求するユーザ入力が受け取られてもよく、ユーザ入力
に従い第２のリムーバブルＳＩＭカードに基づき、第２のｅＳＩＭが生成され、ＵＥに記
憶されてもよい。第２の加入者ＩＤを使用して第２のネットワークを監視し、通信を行う
ことは、第２のリムーバブルＳＩＭがＵＥから取り外（分離）されても、第１のｅＳＩＭ
に関して本明細書で上述されたのと同様に、このような場合に第２のｅＳＩＭを使用して
実行されてもよい。
【００７０】
　ＳＩＭ更新が適切なＳＩＭに必ず適用されるようにすることが重要であり得るため、複
数のＳＩＭを含むＵＥにとっては、ｏｖｅｒ－ｔｈｅ－ａｉｒ　ＳＩＭ更新は若干煩雑と
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なり得ることに留意されたい。しかしながら、このことは概して、更新をすべきネットワ
ークを識別し、そのネットワークに対応するＳＩＭに更新を適用することにより達成する
ことができる。
【００７１】
　ＵＥがリムーバブルＳＩＭカードからｅＳＩＭを生成して利用する（及び場合によって
は更に、例えば、複数のリムーバブルＳＩＭカードから、複数のｅＳＩＭを生成して利用
する）ための方法を提供することにより、加入者ＩＤオプションに関するＵＥの柔軟性及
び機能性を大いに高めることができる。
【００７２】
　このように柔軟性及び機能性を高めることは、図７を参照して本明細書で下記に例示及
び記述する方法など、複数の加入者ＩＤの同時又は並列的使用のための技術と組み合わさ
った場合に、より大きな利点となり得る。例えば、リムーバブルＳＩＭカードからｅＳＩ
Ｍを生成することにより可能となる、加入者ＩＤの組合せの柔軟性が高まって、可能性が
より多様になることにより、ユーザが複数の加入者ＩＤを同時に又は並行して使用するた
めの技術をうまく利用することができるシナリオの範囲を広げることができる。しかしな
がら、上記のように、図６の方法は、図７の方法とは独立して実施される時でさえ使用で
き、有効となり得るが、同様に、図７の方法が図６の方法と組合せて有利に実行され得る
一方、ＵＥにおいて複数のＳＩＭを提供する別の技術が利用される場合でさえ、図７の方
法からたくさんの利点が得られる。
【００７３】
　図７に図示のとおり、７０２では、第１のＳＩＭにより提供される第１の加入者ＩＤを
使用して、第１のセルラーネットワークとセルラー通信が実行され得る。図７の方法が図
６の方法と組合せて実施される場合、第１のＳＩＭは、第１のリムーバブルＳＩＭから生
成され、本明細書で図６を参照して上述された、第１のｅＳＩＭであってよい。代替とし
て、第１のＳＩＭは、別の方法（例えば、セルラー通信及び／又有線若しくは他の無線接
続を介してｏｖｅｒ－ｔｈｅ－ａｉｒで提供された、ＵＥに組み込み型ｅＵＩＣＣとして
予めインストールされた、等）で取得されたｅＳＩＭであってよく、又はリムーバブルＳ
ＩＭから提供されてもよい。
【００７４】
　７０４では、第２のＳＩＭにより提供される第２の加入者ＩＤを使用して、第２のセル
ラーネットワークとセルラー通信が実行され得る。図７の方法が図６の方法と組合せて実
施される場合、第２のＳＩＭは、本明細書で図６を参照して上述された、第２のリムーバ
ブルＳＩＭカードであってよい。代替として、第２のＳＩＭは、多数の他の方法のいずれ
かの方法により提供されてもよく、例えば、第２のＳＩＭは、リムーバブルＳＩＭ（図６
の方法に関し本明細書で上述した第２のリムーバブルＳＩＭカードなど）からも生成され
るｅＳＩＭであってもよく、別の方法（例えば、セルラー通信及び／又は有線若しくは他
の無線接続を介してｏｖｅｒ－ｔｈｅ－ａｉｒにより提供、ＵＥに組み込み型ｅＵＩＣＣ
として予めインストールされた、等）で取得されてもよい。更なる可能性として、第１の
ＳＩＭ及び第２のＳＩＭが同じリムーバブルＳＩＭカード（例えば、マルチＳＩＭカード
）から提供されること、又は第２のＳＩＭがＵＥの第２のＳＩＭスロットに挿入された第
２のリムーバブルＳＩＭカードを介して提供されるのに対し、第１のＳＩＭが第１のＳＩ
Ｍスロットに挿入された第１のリムーバブルＳＩＭカードを介して提供される、ことを含
み得る。このように、概して、第１のＳＩＭ及び第２のＳＩＭは、様々な方法のいずれか
でＵＥに提供される（含まれる又は接続される）ことができる。
【００７５】
　第１のセルラーネットワーク及び第２のセルラーネットワークは、同じネットワーク又
は異なるネットワークであり得ることに留意されたい。更に、第１のセルラーネットワー
ク及び第２のセルラーネットワークは、異なる無線通信技術（ＲＡＴ）に従って動作し得
る。例えば、あるセルラーネットワークはＬＴＥに従って動作するが、他のセルラーネッ
トワークはＧＳＭに従って動作し得る。別の可能性として、あるセルラーネットワークは
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ＬＴＥに従って動作するが、他のセルラーネットワークはＣＤＭＡ　２０００　１ｘＲＴ
Ｔに従って動作し得る。また更に、第１のセルラーネットワーク及び第２のセルラーネッ
トワークは、同じ又は異なるキャリア（セルラーサービスプロバイダ）により運営され得
、そのため第１の加入者ＩＤは第１のキャリアのネットワークと使用されるように構成さ
れ得る一方、第２の加入者ＩＤは第２のキャリアのネットワークと使用されるように構成
され得、又は第１のキャリアのネットワークと使用されるようにも構成され得ることに留
意されたい。いくつかの場合では、１つのキャリアは複数のネットワークを運営でき、前
述の例を踏まえると、あるネットワークがＬＴＥに従って動作し、他のネットワークがＧ
ＳＭに従って動作する、両方のネットワークが同じキャリアにより運営されることがある
。この場合、第１の加入者ＩＤは、キャリアのＬＴＥネットワークと使用されるように構
成され得る一方、第２の加入者ＩＤはキャリアのＧＳＭネットワークと使用されるように
構成され得る。この可能性の拡張又は代替として、ＵＥが異なる種類のトラフィックを伝
達するために、異なる加入者ＩＤを利用することがあり得る。例えば、第１の加入者ＩＤ
は、無線データ通信を伝達するためにＬＴＥネットワークと使用されることがある一方、
第２の加入者ＩＤは、無線音声通信を伝達するためにＧＳＭネットワークと使用されるこ
とがある。（例えば、異なるＲＡＴ、トラフィックの種類、キャリア等を利用した）様々
な他の構成のいずれかもまた可能である。
【００７６】
　第１のセルラーネットワーク及び第２のセルラーネットワークとのセルラー通信は、共
有無線リソースを使用して同時に実行することができる。１つの可能性として、このこと
は、共有無線リソースを使用して達成し得る。例えば、ＵＥは、例えば、様々な考慮のい
ずれかに応じて、第１の加入者ＩＤと第２の加入者ＩＤとの間で動的に／適応可能に多重
化され得る、１つのアンテナを含み得る。
【００７７】
　別の例として、ＵＥは、第１の加入者ＩＤと第２の加入者ＩＤとの間で同様に動的に／
適応可能に多重化され得る、複数のアンテナを含み得る。このように２つのアンテナを備
えたＵＥに、任意の所与の時間に、共有無線リソースのうち無の（例えば、ゼロ個のアン
テナ）、いくつかの（例えば、１つのアンテナ）、又はすべて（例えば、２つのアンテナ
）が第１の加入者ＩＤを使用した第１のネットワークとの通信に与えられ得る一方、それ
らかの共有無線リソースのうちのすべて（例えば、２つのアンテナ）、いくつか（例えば
、１つのアンテナ）、又は無（例えば、ゼロ個のアンテナ）が第２の加入者ＩＤを使用し
た第２のネットワークとの通信に与えられ得る。異なる時に、どの加入者ＩＤにどのリソ
ースが与えられるかのバランスが変わり得る。
【００７８】
　別に言えば、第１の時に、第１のアンテナは第１の加入者ＩＤを使用して第１のセルラ
ーネットワークとセルラー通信を実行するために使用され得る一方、第２のアンテナは第
２の加入者ＩＤを使用して第２のセルラーネットワークとセルラー通信を実行するために
同時に使用され得る。第２の時に、第１のアンテナ及び第２のアンテナの両方は、第１の
加入者ＩＤを使用して第１のセルラーネットワークとセルラー通信を実行するために使用
され得る。第３の時に、第１のアンテナ及び第２のアンテナの両方は、第２の加入者ＩＤ
を使用して第２のセルラーネットワークとセルラー通信を実行するために使用され得る。
【００７９】
　どの加入者ＩＤがどの共有無線リソースの制御をいつ受信するかを制御するための無線
リソース共有アルゴリズムは、このような無線リソースの多重化を促進するために実施さ
れ得る。無線リソース共有アルゴリズムは、任意の所与の時間に、どの加入者ＩＤにどの
共有リソースを提供するかを判断する様々な要因のいずれかを考慮することができる。あ
り得る考慮として、第１の加入者ＩＤ及び第２の加入者ＩＤに対応するページングチャネ
ルメッセージスケジューリングは、どの加入者ＩＤにどの共有無線リソースを提供するか
を判断する基礎として考慮され得る。例えば、ある時（例えば、時分割多重方式における
タイムスロット）は、対応するセルラーネットワーク（複数可）を用いる各々の加入者Ｉ
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Ｄのためのページングの機会としてスケジュールされ得る。典型的には、少なくともアイ
ドルモードでセルラーネットワークを監視している間は、このようなページングの機会は
比較的少ない時間割合に相当するであろうし、また、ページングの機会が、第１の加入者
ＩＤ及び第２の加入者ＩＤのページングの機会がコンフリクトしないように一定の周期間
隔でスケジュールされているであろう。そして、ＵＥは、第１の加入者ＩＤ及び第２の加
入者ＩＤの割り当てられたページングの機会（例えば、タイムスロット）に基づいて、第
１の加入者ＩＤのためのページングチャネルを監視するのに使用するためと第２の加入者
ＩＤのためのページングチャネルを監視するのに使用するためにアンテナを交互に提供す
ることにより、単一のアンテナを使用して複数のネットワークのページングチャネルを監
視することが可能であろう。コンフリクトが発生した場合には、様々なコンフリクトハン
ドリング機構のいずれかが、どの加入者ＩＤにアンテナを提供するかを判断するのに実施
され得る。ＵＥの共有無線リソースが複数のアンテナを有する場合、アンテナを各々の加
入者ＩＤに提供することにより、このようなコンフリクトを処理することが可能となり得
る。
【００８０】
　別の考慮は、ＵＥと第１のセルラーネットワーク若しくは第２のセルラーネットワーク
のうちの一方又は両方との間の無線インタフェース状態を含み得る。特に、無線インタフ
ェースがＵＥとセルラーネットワークとの間の高品質のリンク（例えば、高信号強度及び
／又は低干渉のリンク）を提供する時に単一のアンテナを使用してセルラーネットワーク
を介してトラフィックを監視及び／又は伝達することが可能となり得る（及び、いくつか
の場合は、例えば、電力消費／バッテリー考慮のため、好ましい）。しかしながら、無線
インタフェースがＵＥとセルラーネットワークとの間に低品質のリンク（例えば、低信号
強度及び／又は高干渉のリンク）を提供する場合、ＵＥとそのセルラーネットワークとの
間の送信及び／又は受信のために複数のアンテナ（例えば、受信及び／又は送信ダイバー
シティのため）を利用することが必要又は少なくとも好ましいものとなり得る。
【００８１】
　更にあり得る考慮は、第１のセルラーネットワークとのセルラー通信及び第２のセルラ
ーネットワークとのセルラー通信を介して伝達されるトラフィックの種類の相対的な優先
度を含み得る。例えば、いくつかの種類のトラフィック（例えば、遅延の少ない必要条件
を有する音声及び／又は他のリアルタイム通信）が高優先度として指定又は考慮され、及
び／又はある程度のサービス品質の必要条件（又は少なくとも好み）を有し得る。したが
って、共有無線リソースは、低（又はより低い）優先度のトラフックが伝達される（又は
どのトラフィックも伝達されない）加入者ＩＤに対して、高（又はより高い）優先度のト
ラフィックが伝達される加入者ＩＤに、優先的に提供され得る。
【００８２】
　このような考慮に対する拡張又は代替は、第１の加入者ＩＤ及び第２の加入者ＩＤの相
対的な優先度を利用することを含み得る。このような優先度は、ユーザによる指示に基づ
き判定され得る、又は異なる技術若しくは異なる加入者ＩＤを使用して伝達されるトラフ
ィック（音声／データ）の典型的な種類に基づいて等、自動的に判定され得る。例えば、
主要な加入者ＩＤの指定は、例えば、コンフリクトハンドリング機構の一部として使用さ
れる場合、いくつかの無線リソース共有を実現するうえで利点となり得る。例えば、無線
リソース共有アルゴリズムは、コンフリクトが発生している間、無線インタフェース状態
が悪い間、及び／又は様々な他の時間のいずれか（例えば、アルゴリズムによる）では、
主要な加入者ＩＤに優先的に共有リソースを提供し得る。
【００８３】
　複数の加入者ＩＤを使用して同時に又は並行して通信するための手段としての無線リソ
ース共有に対する代替として、ＵＥは、必要であれば、同時に複数の異なる加入者ＩＤを
使用して通信するための独立した（すなわち、共有されない）無線リソース（例えば、分
離されたアンテナ及び受信／送信チェーン）で構成され得ることに留意されたい。しかし
ながら、複数の加入者ＩＤ間の共有無線リソースには大きな利点があり得るが、それは潜
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在的にハードウェアコストを低減すること（例えば、そうでなければ重複し得る冗長コン
ポーネンツを除去することによる）及びリソースの使用効率を高めること（例えば、より
多くの（又はより少ない）ロバスト性及び／又はより高い（又はより低い）スループット
通信が望まれる時、所与の加入者ＩＤへのリソース割り当てを増加（又は減少）させる機
能を提供することによる）を含む。
【００８４】
　本明細書に記述されるように、複数の加入者ＩＤを使用して同時に又は並行して通信す
ることができる機能を提供することは、様々な状況においてかつ様々な理由で利点となり
得る。
【００８５】
　ある例として、第１及び第２の加入者ＩＤが同じキャリアに対応する状況を検討するが
、一方は第１のＲＡＴ（ＬＴＥなど）に対応する（すなわち、それに従って動作するネッ
トワークへのアクセスを支援する）が、他方は第２のＲＡＴ（ＧＳＭなど）に対応する。
このような構成は、例えば、当該のキャリアのＬＴＥネットワークがデータ通信サービス
を提供するが音声通信サービスは提供せず、ＧＳＭネットワークが音声通信サービスを提
供するのに使用される（例えば、主として又は排他的に）場合に、望ましいものと成り得
る。このシナリオにおいて、単一の加入者ＩＤがＵＥにより使用される場合、ＵＥは典型
的に、ＬＴＥネットワークのみを監視するであろう。そして、着信音声呼び出しが発生す
ると、ＧＳＭ及びＬＴＥネットワークの接続により、ＵＥはＬＴＥネットワークを介して
ページングされ得るが、通話を設定するのに「回線交換フォールバック」すなわち「ＣＳ
ＦＢ」技術を経なければならないであろう。ＬＴＥを介した間接的なページング及びＣＳ
ＦＢ技術の一方又は両方は、通話設定時間において大幅な遅延（例えば、複数秒）を生じ
させることがあり、それは顕著でありユーザの不満につながることがある。これに対し、
各々のネットワークに異なる加入者ＩＤを使用することにより、ＵＥはＧＳＭ及びＬＴＥ
ネットワークの両方を同時に監視することが可能となり得る。この場合、着信呼び出し通
知（ページングメッセージ）は、ＧＳＭネットワークから直接受信することができ、ＵＥ
はＧＳＭネットワークにすでに配属されているであろうことにより、回線変換フォールバ
ック遅延は避けることができ、このことは通話設定時間を大幅に改善（減少）させる可能
性が大いにあるであろう。同様の技術がＬＴＥ及びＵＭＴＳ又はＲＡＴの様々な他の組合
せのいずれかに使用され得る。
【００８６】
　別の例として、第１及び第２の加入者ＩＤが、ネットワークが同様又は異なるＲＡＴを
使用し得る異なるキャリアに対応する状況を検討する。このような構成は、様々な理由の
うち、例えば、地理的範囲を拡大するため（例えば、異なるキャリアが異なるサービスエ
リアに対応する場合）、コストを低減するため（例えば、異なるキャリアにより提供され
るサービスプランにおけるバリエーションを利用して）、及び／又はＵＥにより取得され
るサービスの品質を改善するために（例えば、入手可能な最高の信号を取得するための様
々な場所において第１及び第２のネットワークの信号強度／品質におけるバリエーション
を利用して）、望ましいものとされ得る。
【００８７】
　複数の加入者ＩＤの同時支援を提供することは、上述のシナリオの両方（同じキャリア
／異なるＲＡＴ、異なるキャリア）において、及び加入者ＩＤが同じキャリアに対応し同
じＲＡＴ又はＲＡＴの組合せを利用するシナリオでさえ、ＵＥの柔軟性／機能性を高める
限りにおいて有利であり得る（例えば、デバイスが複数の電話番号を同時に支援できるよ
うにすることによる）ことに留意されたい。このように、概して、本明細書に記述される
ように、複数の加入者ＩＤの同時支援を提供することは、非常に望ましいものであり得る
。
【００８８】
　図８－例示的なユーザインタフェースプロンプト
　図８は、ＵＥ　１０６のディスプレイに提供され得る例示的なユーザインタフェースプ
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ロンプトを示す。図８に示す例示的なユーザインタフェースプロンプトは、ＵＥ　１０６
のユーザに、リムーバブルＳＩＭカードからｅＳＩＭを生成するためのオプションの表示
を提供するためのあり得る方法の一例として提供されており（例えば、図６の方法と併せ
て）、全体として本開示を限定することは意図されていない。当業者により認識されるで
あろうとおり、多数の代替のユーザインタフェース機構／要素及びそれらのユーザインタ
フェース機構／要素を介して利用可能なオプションの表示を提供する方法もまた可能であ
り、本開示の範囲内であるとみなされるべきである。
【００８９】
　図８に示されるユーザインタフェースプロンプトは、ＵＥ　１０６に接続されたリムー
バブルＳＩＭカードからｅＳＩＭを生成することが望ましいか否かについて、ＵＥ　１０
６のユーザに促してもよく、図示のとおり、「はい」又は「いいえ」の返答オプションを
提供してもよい。リムーバブルＳＩＭカードがＵＥ　１０６に挿入された（又は他の方法
で接続された）ことをＵＥ　１０６が検出したことに応じて、プロンプトが提供され得る
。
【００９０】
　例示されたユーザインタフェースプロンプトは、ユーザ入力を受け取り得るユーザイン
タフェースのあり得る外観を示しているが、いくらかのバリエーション又は代替もまた可
能であることに留意されたい。例えば、プロンプトはまた、ユーザがリムーバブルＳＩＭ
カードを認識するため、及びその後続の機会にその特定のＳＩＭカードに対してそのよう
なプロンプトを提供しないようにするためのオプションを提供し得る。別の可能性として
、ＵＥ　１０６に接続されたリムーバブルＳＩＭカードからｅＳＩＭを生成することが望
ましいかどうかについて、ユーザに自動的にプロンプトするよりはむしろ、ＵＥ　１０６
は、１つ以上の構成／設定メニューによりこのようなオプションを単に利用可能にするこ
とができる。
【００９１】
　あるオプションをユーザインタフェースを介して選択すると（例えば、選択されたオプ
ションが表示されるタッチスクリーン上の位置に対応するタッチスクリーン上の場所にお
いて、ＵＥ　１０６のタッチスクリーンへのユーザ入力を受け取ることにより、又は他の
任意の手段により）、ＵＥ　１０６は選択されたオプションを実現し得る。しかしながら
、いくつかのシナリオにおいては、選択されたオプション及び／又はＵＥ　１０６の既存
の構成に基づき、更なるオプションが利用可能であることに留意されたい。例えば、ＵＥ
　１０６がすでに１つ以上のＳＩＭを含む場合、例示されたプロンプトに応答後、主要な
又はアクティブなＳＩＭとしてＳＩＭのうちの１つを指定するように要求する更なるプロ
ンプトが提供され得る。
【００９２】
　必要に応じて、様々な他の理由のいずれかのために、１つ以上の後続のユーザインタフ
ェースメニューもまた提供されることもまた可能であることに留意されたい。
【００９３】
　本開示の実施形態は、様々な形態のうちのいずれかで実現することができる。例えば、
いくつかの実施形態は、コンピュータにより実施される方法、コンピュータ可読メモリ媒
体、又はコンピュータシステムとして実現されてもよい。他の実施形態は、ＡＳＩＣなど
の１つ以上の特注設計ハードウェアデバイスを使用して実現することができる。更に他の
実施形態は、ＦＰＧＡなどの１つ以上のプログラム可能ハードウェア要素を使用して実現
することができる。
【００９４】
　一部の実施形態では、非一時的コンピュータ可読メモリ媒体は、プログラム命令及び／
又はデータを記憶するように構成することができ、このプログラム命令は、コンピュータ
システムによって実行される場合には、そのコンピュータシステムに、方法、例えば、本
明細書で説明される方法の実施形態のうちのいずれか、又は、本明細書で説明される方法
の実施形態の任意の組合せ、又は、本明細書で説明される方法の実施形態のうちのいずれ
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かの任意のサブセット、又は、そのようなサブセットの任意の組合せ、を実行させる。
【００９５】
　いくつかの実施形態では、コンピュータシステムは、プロセッサ（又はプロセッサのセ
ット）とメモリ媒体とを含むように構成されてもよく、メモリ媒体は、プログラム命令を
記憶し、プロセッサは、メモリ媒体からプログラム命令を読み出し、それを実行するよう
に構成され、プログラム命令は、本明細書に記載された種々の方法の実施形態（又は、本
明細書に記載された方法の実施形態の組合せ、又は、本明細書に記載された方法の実施形
態のうちのいずれかの任意のサブセット、又は、そのようなサブセットの任意の組合せ）
のうちのいずれかを実行するように実行可能である。コンピュータシステムは、種々の形
態のうちのいずれかで実現され得る。例えば、コンピュータシステムは、（その種々の実
現形態のうちのいずれかにおける）パーソナルコンピュータ、ワークステーション、カー
ド上のコンピュータ、ボックス中の特定用途向けコンピュータ、サーバコンピュータ、ク
ライアントコンピュータ、ハンドヘルドデバイス、ユーザ機器（ＵＥ）、タブレットコン
ピュータ、ウェアラブルコンピュータなどであり得る。
【００９６】
　上記の実施形態は、かなり詳細に説明されているが、上記の開示が完全に理解されると
、当業者には、数多くの変形形態及び修正形態が明らかとなるであろう。以下の特許請求
の範囲は、そのような変形形態及び修正形態のすべてを包含するように解釈されることが
意図される。 

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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